
 

 

 

 

 

 

 

 

第１回都市計画マスタープラン専門部会 

 

 

 

＜ 計 画 の 位 置 づ け と 部 会 の 進 め 方 (案 )＞  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成 21 年 10 月 30 日（金） 

資 料 



 

1 

１．都市計画マスタープランの位置づけと役割について 

（１）都市計画マスタープランとは何か 

○生駒市が進める「都市づくり」の指針となる計画です。 

「都市計画マスタープラン」とは、都市（生駒市全体）の将来像や土地利用のあり方、都市施

設の整備など、将来の都市づくり（まちづくり）の基本的な方針・指針となる計画のことです。 

 

（２）なぜ都市計画マスタープランを策定する必要があるのか 

○「都市計画法」に基づき、市町村が定める法定計画です。 

都市計画マスタープランは、都市計画法によって、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」

として、各市町村における策定が義務づけられています。 

都市づくりを計画的に行うためには、土地利用の規制・誘導や、主要な都市施設についての配

置と整備を適切に推進していくことが必要であり、そのために必要な事項を指針として定めるの

が「都市計画マスタープラン」です。 

市町村が実施する都市計画（次頁の都市計画の体系参照）は、「都市計画マスタープラン」に

即して実施する必要があり、都市計画を中心とする今後の都市づくりの根拠となる、重要な指針

です。 

○良好なまちづくりを進めるための、官民協働のまちづくり指針となる計画です。 

良好なまちづくりを実現していくためには、官民協働によるまちづくり活動の実践と、そのた

めの将来ビジョン・目標の共有化が重要であり、そのための指針としての計画でもあります。 

 

●まちづくりの指針として期待される役割は 

（都市計画マスタープランの役割） 

 

■ まちづくりの将来像や目標を示します。 

■ 都市計画や個別のまちづくりを進める際の指針を示します。 

■ 市民との協働のまちづくり推進の指針を示します。 

 

（３）他の上位計画との関係と位置づけについて 

○市の上位計画である「生駒市総合計画」との整合性の確保が必要 

都市計画マスタープランの策定に際しては、市の上位計画である「生駒市総合計画（基本構想）」

に即して定めることとされています。 

市の総合計画が市政全般にわたる総合的な指針であるのに対して、都市計画マスタープランは、

土地利用や市街地整備、都市施設整備（道路、公園、河川、下水道など）、自然環境保全、景観

形成、防災まちづくりなど、まちの整備・開発・誘導や保全に関する、より具体的な指針として

の役割を果たすものです。 

○県の上位計画である「都市計画区域マスタープラン」との整合性の確保が必要 

都市計画マスタープランの策定に際しては、県が定める広域的な都市計画の指針である「都市

計画区域の整備、開発および保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」に即して定めること

とされています。 

県が定める都市計画区域マスタープランが、広域的な都市計画の指針であることから、市町村

が定める都市計画マスタープランは、それを踏まえた上で、市町村の特性や課題・住民ニーズな

ど、きめ細かな地域特性を踏まえた、当該市町村のまちづくりの指針とする必要があります。 
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◆ 都市計画について 

 

●「都市計画法」とは？ 

「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増

進に寄与する」ことを目的とした法のことです。 

 

●「都市計画」とは？ 

「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開

発事業に関する計画」のことです。 

すなわち、土地・建物の利用や、都市施設の整備、市街地開発事業等について、計画的な

まちづくりを行っていくための計画やルールが「都市計画」です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「都市計画」を定める区域について 

都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法その他法令の規制を受けるべき土地と

して指定する区域を「都市計画区域」と言い、生駒市ではまちの全域が都市計画区域に指定

されています。 

 

【参考】都市計画法における位置づけ 

（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 

第十八条の二  市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する

基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都

市計画に関する基本的な方針（以下この条において「基本方針」という。）を定め

るものとする。  

２  市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催など

住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。  

３  市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都

道府県知事に通知しなければならない。  

４  市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。 

  
 

 

都市計画の体系 

土地利用に関する計画 住宅・店舗・工場等の土地・建物の利用に関する

規制・誘導 

都市施設の整備に関する計画 道路・公園・下水道・河川等の都市施設の整備に

関する規制や整備 

市街地開発事業に関する計画 都市施設の整備と土地区画の変更や建物整備を一

体的に行う市街地整備 
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◆ 他の上位計画との関係と位置づけについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）なぜ見直しが必要なのか 

○上位計画である「生駒市総合計画」の策定に伴う、見直しの必要性 

都市計画マスタープランの策定に際しては、市の上位計画である「生駒市総合計画（基本構想）」

に即して定めることとされており、現在策定作業が進められていることから、その新たに策定さ

れる「市政全般にわたる総合的な指針」に対応して、本都市計画マスタープランの見直しを図る

ものです。 
 

○上位計画である「奈良県都市計画区域マスタープラン」の改定に伴う、見直しの必要性 

都市計画マスタープランの策定に際しては、県が定める広域的な都市計画の指針である「都市

計画区域マスタープラン」に即して定めることとされており、現在改定作業が進められているこ

とから、その改定の方向性を踏まえつつ、本都市計画マスタープランの見直しを図るものです。 
 

○現計画策定時点以降の社会環境変化に対応した、見直しの必要性 

現都市計画マスタープランは、策定年次の平成 13年から 10 年近く経過しており、人口減少社

会の到来や、環境問題の重要化、都市計画法・景観法その他の各種法制度等の改正、市民参加型

まちづくりの希求など、大きく変化している環境の変化を踏まえつつ、将来における適切な対応

を図っていくため、本都市計画マスタープランの検証・見直しを図っていくものです。 

 

 

【県の都市計画の指針】 

都市計画区域マスタープラン 
（都市計画区域の整備、開発および保全の方針） 

【市の上位計画（総合的な指針）】 

生駒市総合計画 
 

【市のまちづくり・都市計画の指針】 

都市計画マスタープラン 

即する 

整合・連携 

【市の関連計画（分野別指針）】 

緑の基本計画、環境基本計画 
景観計画、地域防災計画、など 

即する 

【市の都市計画（具体的施策事業）】 

地域地区、都市施設 
市街地開発事業、地区計画、など 
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（５）都市計画マスタープランで何を決めるのか 

○大きくは、まち全体の方針（全体構想）と、地域別の方針（地域別構想）で構成されます 

全体構想では、まち全体の都市づくりの戦略や目標およびまちの将来イメージ（将来像）を位

置づけるとともに、その目標を実現するための各種まちづくりの基本方針について、まち全体を

対象に位置づけます。 

地域別構想では、地域特性が類似する地域毎に、地域別のまちづくりの目標や各種まちづくり

の基本方針を位置づけます。また、都市計画マスタープランを実現するための方策について、位

置づけます。 
 

●計画に位置づける「主な計画分野」は？ 

・まちを構成する主な要素である、土地利用や市街地整備、都市施設整備や防災まちづく

りの推進、まちの環境・景観の保全・整備等が主な計画分野となります。 

・しかしながら、計画検討に際しては、教育・文化、保健・医療、福祉・子育て支援、産

業振興、協働等の関連施策と連携・調整を図りつつ、より良いまちづくりに向けての計

画・指針としていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全体構想】 

○ 都市づくりの目標を示す。 

＜構成・例＞ 
 都市づくりの目標 
 将来人口フレーム 
 将来の都市構造 

○ 目標実現のための都市全体のまちづくりの基本方針を示す。 

＜構成・例＞ 
 土地利用・市街地整備の方針 
 都市整備方針 
（都市施設整備、環境・景観形成、都市防災など） 

【地域別構想】 

○ 地域別のまちづくりの方針を示す。 

＜構成・例＞ 
 各地域のまちづくりの目標 
 各地域の目標実現のためのまちづくりの方針 

○ まちづくり実現のための方針を示す。 

＜構成・例＞ 
 市民参加によるまちづくりの方針 
 計画に基づく都市行政の推進の方針、など 
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◆ 都市づくりの将来像や目標の事例について 

大阪府茨木市 

＜まちづくりの基本理念＞ 

「人持ち」でつながる「人力タウン」茨木 

＜まちの将来像＞ 

○人が育ち、人を育てるまち         ○挨拶があふれるまち 
○「人持ちになろう」が合言葉のまち     ○たのしく散歩ができるまち 
○夢に向かってチャレンジができるまち    ○色々なくらしができるまち 
○なりわいを大切にするまち         ○地元で循環するまち 
○茨木のエエもんを育むまち         ○身近な自然を守り、使い、育てるまち 
○人に優しい交通システムを取り入れるまち  ○今あるものを工夫して活かすまち 

大阪府豊中市 

＜メインコンセプト＞ 

基本理念 

人と地域を世界と未来につなぐまちづくり 

将来像 

○人と文化を育む創造性あふれるまち   ○安心してすこやかな生活のできるまち 
○活力あふれる個性的・自律的なまち   ○環境と調和し共生するまち 

＜サブコンセプト＞ 

○活力あふれる便利で快適なまち    ○みどり豊かなうるおいのあるまち 
○安全でゆとりのあるまち       ○地域の個性を活かすまち 

大阪府泉大津市 

＜まちづくりの基本理念＞ 

ひとが主役のまちづくり（第３次泉大津市総合計画の基本理念） 

＜まちづくりの基本目標＞ 

(1) 「人と人とのつながり」を大切にするまちの実現 
(2) 「くらしやすさ」を大切にするまちの実現 

(3) 「安全・安心」を大切にするまちの実現 

(4) 「ブランド」を大切にするまちの実現 

(5) 「ここちよさ」を大切にするまちの実現 

兵庫県三田市 

＜基本理念＞ 

四季体感都市の形成 

＜都市計画への展開＞ 

○『見て』感じるために（四季の景観の保全） 
○『聞いて』感じるために（静寂と賑わいの創出） 
○『薫り』で感じるために（風薫る自然の保全） 
○『味わい』感じるために（豊穣の源－農地の保全） 
○『触れて』感じるために（四季とふれあうネットワークの創出） 
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兵庫県芦屋市 

＜将来像の都市像＞ 

○成熟都市にふさわしい市民文化に根ざしたまちづくり 
○快適で安心できる都市空間の形成 
○自然環境の保全と芦屋庭園都市宣言の推進 
○魅力ある高質な都市空間の形成 
○すべての人に優しいユニバーサルデザインのまちづくり 
○市民、事業者および行政との協働による芦屋らしいまちづくり 

 

奈良市 

＜都市計画のトータルコンセプト＞ 

新平城京の創造 

＜３つのサブコンセプト＞ 

○園林都市 歴史都市らしい水と緑の都市空間をつくる 
○歴史文化創造都市 新しい都市活動・産業基盤をつくる 
○生活うるおい都市 豊かな住と余暇空間をつくる 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参考】 第 5 次生駒市総合計画 （基本構想） （案）  
  

【参考】 現生駒市都市計画 MP  
  

〔都市づくりのテーマ〕 

“未来への飛翔 新しい快適生活空間の創造” 

〔都市づくりの目標〕 

1 躍動する都市の創造  

2 生活都市の創造 

3 自然と共生する都市の創造 

4 安心して暮らせる安全な都市の創造 

〔基本理念〕 
（１）市民主体のまちづくり 
（２）自助・共助・公助 
（３）持続可能な都市経営 

 

【将来都市像】 

市民が創る ぬくもりと活力あふれるまち・生駒 

【まちづくりの目標】 

Ⅰ 市民が主役となってつくる、参画と協働のまち 
Ⅱ 子育てしやすく、だれもが成長できるまち 
Ⅲ 環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち 
Ⅳ いつでも安全、いつまでも安心して暮らせるまち 
Ⅴ 地域の資源と知恵を活かし、にぎわいと活力のあるまち 
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◆ 都市計画マスタープランに位置づける主な計画内容案について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 都市計画マスタープランで担う主な計画分野 

 

土地利用の方針 
市街地整備の方針 

土地利用規制誘導 
（住宅・商業・工業など） 
（農地・自然など） 

市街地整備 
（土地区画整理、再開発など） 
（地区計画制度など） 

交通基盤整備 
（道路、公共交通） 
（駐車場・駐輪場など） 

公園緑地整備 
（公園・広場、緑地整備） 
（緑化など） 

各種都市施設整備 
（河川、下水道） 
（廃棄物処理施設など） 

自然環境の保全・活用 
（自然環境の保全） 
（自然環境の活用など） 

景観の保全・形成 
（景観の保全） 
（景観整備など） 

公共施設整備 
（各種公共施設整備と連携し

た周辺まちづくりなど） 

環境・景観形成の方針 

都市施設整備の方針 
都市防災の方針 

環境共生 
（環境共生に留意したまちづ

くりなど） 

防災・防犯対策 
（防災まちづくり） 
（防犯のまちづくりなど） 

まちづくり実現の方針 上記の取組みを実現するための協働の仕組み・施策 

総合計画に基づく、主にまちづくりや都市計画に関する具体的な方針・計画です。 
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２．都市計画マスタープラン検討の流れについて 

（１）都市計画マスタープラン専門部会検討の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 都市づくりの考え方 

・ 将来像（テーマ） 

・ 都市づくりの目標 

・ 将来人口フレーム 

・ 将来都市構造 

② 都市整備の基本方針 

・ 土地利用 

・ 市街地整備 

・ 都市施設整備（交通・公

園・下水・河川など） 

・ 都市防災 

・ 環境・景観形成 など 

＊ 評価指標の検討 

地域別構想 

① 地域設定 

② 地域別まちづくり方針 

・ 地域の概況と課題 

・ 地域の将来像・目標 

・ 目標実現のための地域ま

ちづくり方針 

実現化に向けて 

① 市民参加によるまちづくりの

方針 

② 計画に基づく都市行政の推進

の方針 
など 

専門部会（複数回開催） 

策定委員会 

専門部会（複数回開催） 

策定委員会 

パブリックコメント 

都市計画マスタープラン 

専門部会 

策定委員会 
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３．市民対話の方針について 

  

計計画画策策定定段段階階ににおおけけるる市市民民参参加加（（対対話話））のの取取組組ににつついいててはは、、下下表表をを基基本本ととししつつつつ、、段段階階的的にに進進

めめてていいるるもものののの、、ここれれままででのの委委員員会会ににおおけけるる議議論論をを踏踏ままええるるとと、、  

  

○○  市市民民のの声声をを広広くく聞聞きき、、計計画画にに反反映映ししてていいくくよよううなな、、ボボトトムムアアッッププ型型のの計計画画づづくくりりのの必必要要性性  

  

○○  有有効効なな協協働働のの取取組組をを活活性性化化ささせせてていいくくたためめ、、関関係係者者等等のの声声をを聞聞きき、、計計画画にに反反映映ししてていいくく必必要要性性  

  

にに十十分分留留意意ししたた取取組組みみのの充充実実・・検検討討がが必必要要とと考考ええてておおりりまますす。。  

 

＜既に実施および予定している実施内容＞ 

市民参加手法 実施時期 実施と支援の考え方 

市民アンケート調査 初期 
市民アンケート調査を実施し、市民のまちづくりや景観形成に関する意向・
要望を把握・整理し、計画検討に活かしていきます。（実施済） 

策定委員会 

（個別、全体） 
各段階 

地域の代表者や公募市民を含む策定委員会において、具体的な計画案を検
討・協議していきます。 

HP コーナーでの情

報発信 

（市 HP を活用） 

各段階 
市の HP を通じて、市民の親しみやすさや関心づくりに留意しつつ、計画検
討状況等について、段階的に情報発信を進めていきます。 

パブリックコメント 最終 
委員会での検討・協議を通じて計画（案）がまとまった段階で、市のＨＰや
広報誌（主な公共施設での閲覧含む）を活用し、本編・概要版等の資料案を
情報開示し、意見の収集と計画への反映を行います。 

住民説明会の開催 最終 
パブコメ期間内に、関係の深い両計画素案を同時に説明する住民説明会を、
タウンミーティングの活用を図りつつ、開催し、地域住民の意見把握と計画
への反映検討を行います。 
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＜新たな市民対話の取組み（例）＞ 

市民参加手法 実施内容 参考事例 

ボトム

アップ

型の市

民意見

の反映

および

市民の

意識啓

発 

市民まちづくり会

議の開催 

・市民の視点から、まちや地域の将来の姿を議
論し、その意見を全体構想や地域別構想に反
映・活用していく。 

・対応には多くの時間が必要であり、本計画策
定後に、地域協議会制度等を活用した具体的
なまちづくり活動の段階での展開が有効。 

大阪府茨木市 ほか 
市民まちづくり会議を10回開
催し、「まちづくりビジョン案
（市民まちづくり会議からの
提言書）」を作成し、計画作成
に反映・活用している。 

・中心市街地などの「重点地区」を対象に、ワ
ークショップを開催し、まちづくりの方針を
策定する。 

・重点地区の絞り込みが課題であり、本計画策
定後に、地域協議会制度等を活用した具体的
なまちづくり活動の段階での展開が有効。 

奈良県大和郡山市 ほか 
地域別構想とは別に中心市街
地部分を「重点地区」に位置
づけ、中心市街地懇話会（ワ
ークショップ形式）により、
「まちづくりの方針」を策定
している。 

計画素案に対する

市民フォーラムの

開催 

・「都市計画マスタープラン素案」を広く市民に
情報発信し、意見を収集・反映するため、計
画素案作成時などに市民フォーラムを開催す
る。 

・市民の目線での議論の必要性から、委員会の
市民等の委員によるパネルディスカション形
式が有効。 

大阪市豊中市 ほか 
平成 20 年～22 年度にかけて、
都市計画マスタープランの見
直しを進めており、各年度に
１回フォーラムの開催を予定
している。 

まちづくりの各種

テーマについて学

習する寺小屋の開

催 

・まちづくりへの意識喚起やヒントにつなげて
いくため、学識経験者などを講師に招き、ま
ちづくりに関する講演をしてもらう。 

大阪府茨木市、静岡県静岡市
（旧蒲原町）ほか 
 
 
 

市内まちづくり団

体へのアンケート 

・市内で活動する主な市民まちづくり団体を対
象に、活動内容、協働の取組み活性化への課
題や要望等を、アンケート形式で調査する。 

（下表参照） 

市内まちづくり団

体懇談会の開催 

・市内で活動する主な市民まちづくり団体を対
象に、協働の取組み活性化への課題や要望等
を、懇談会形式で意見交換する。 

計画書に掲載する

写真等の募集 

・親しみやすい計画書としていくため、まちや
地域の良好な地域資源や場所、まちづくり活
動の状況等について、市民に写真募集をし、
活かしていく。 

大阪府茨木市 ほか 
 
 
 

まちづくりニュースの発

行・配布 

・都市計画マスタープランの策定状況について、
アンケート結果、全体構想検討段階、地域別
構想検討段階など、定期的にまちづくりニュ
ースを発行し、情報発信を行う。 

・策定委員会後に、市民委員の声も掲載した、
親しみやすい簡潔な内容で、委員会発行のニ
ュースとして発信する案が有効。 

東近江市 ほか 
主な会議等のポイント毎に、
わかりやすい簡潔なニュース
レターを発信している。 

  

＜市内まちづくり団体懇談会の開催（イメージ例）＞ 

  

■■市市民民活活動動団団体体等等のの合合同同懇懇談談会会（（交交流流会会））のの開開催催  

・ まちづくり・景観形成に係る有識者・市民活動団体関係者 約 8-10 名による意見交換会 

・ 本市の協働の取組みの活性化・アピールに有効な活動に関する意向や課題・要望等を確認、

意見交換することにより、市民との情報共有化および計画への反映をめざす。 

・ 議案は、以下の通り 

 活動拡充の意向や行動計画（主な発展方向の確認） 

 主な活動（今後の計画含む）に関する実施課題と支援要望 

 特に、地域資源を活かした取組みに関する意向を重視 

 その他、まちづくりへの住民参加に関するアイデアや要望、など 
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＜市民まちづくり会議の開催例＞ 

◆ 大阪府茨木市 

策定体制と「市民まちづくり会議」の位置づけ 
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◆ 愛知県幸田町 

策定体制と「ワークショップ」の位置づけ 
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＜重点地区を対象としたワークショップの開催例＞ 

◆ 奈良県大和郡山市 

検討のながれ 

 第１回 

趣旨・目的 ・ 中心市街地の特性と課題 

内容 

1）趣旨 ・ 中心市街地懇談会の位置づけ等 

2）特性と課題 
・ 守るべき、活かすべき特性、資源（良いところ） 

・ 中心市街地全体の解決すべき課題（悪いところ） 

 

 

 第２回 

趣旨・目的 ・ 主要課題と大きな方向性の確認 

内容 

1）主要課題と発展

的視点 

・ 解決すべき大きな課題は何かを確認。また、当該地区

の発展に向けて、（やらないといけないこと、重点的

に行うべき取り組み） 

2）事務局側の方針 
・ 中心市街地のまちづくりに向けた事務局からの基本

プランについて 

 

 

 第３回 

趣旨・目的 ・ プランの策定①（主要施策） 

内容 

1）具体的対策（ハ

ード・交通） 

・ 前回までの懇話会での議論の内容を踏まえたプラン

について 

2）住民が出来るこ

と（協働） 

・ 住民で取り組むことが出来ることは何か？ 

 

 

 第４回 

趣旨・目的 ・ プランの策定②（とりまとめ） 

内容 1）プランの作成 ・ 第3回までの議論を踏まえて、プランをとりまとめる。 
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＜市民フォーラムの開催例＞ 

◆ 大阪府豊中市 

策定体制と「フォーラム」の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりへの意識喚起やヒントにつながる、「とよなか・まちづくりフォーラム」の取組み 

市民・事業者・行政が一緒になってまちづくり・産業づくりについて、議論・交流する場

です。最新の情報を手に入れる場であるほか、活動を市内各地へ広げる場、地域間の競争意

識を醸し出す場として、また、リーダー同士の交流を支援する仕組みとして重要な役割を果

たしています。 
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◆ 滋賀県東近江市 

計画づくりへの意識喚起や計画案の発信・ＰＲにつながる、「フォーラム」や「シンポジウム」の取組み 

わかりやすい情報提供・発信に資する、「ニュースレター」の取組み 
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＜まちづくり講演会の開催＞ 

◆ 静岡県静岡市（旧蒲原町） 

計画策定の初期段階での意識喚起を図る、「まちづくり講演会」のの取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


